
補助金の申請方法
１．補助の要件

（１）申請者は寝屋川市内に住所を有する方のみとなります。
（２）寝屋川市域に棲息する所有者不明猫に避妊・去勢手術及び耳先カット手術を受けさせてください。
（３）動物病院を開設する獣医師の手術を受けさせてください。 

２．補助の内容
（１）避妊手術（メス） 　1匹につき10,000円
（２）去勢手術（オス）　 1匹につき  7,000円

※ただし、実際に手術に要した費用が上記の金額を下回る場合は、手術費相当額を補助します。
※本事業は、予算の範囲内において補助金を交付します。
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※申請時の性別がオスであった場合、メ

スに変更しての手術実施報告、補助金の

増額請求は原則受け付けておりませんの

でご注意ください。
※猫がどこかへ行ってしまった・捕まら
ない等の理由で１匹も手術ができなかっ
た場合は、手術実施報告書（様式３号）
の「手術を実施しませんでした」欄に
チェックを入れて提出してください。そ
の場合、交付決定取消しとなります。再
度捕獲する場合の手続きは、申請から必
要になります。

通知より60日以内に手術実施。
※交付決定日が2月1日以降の場

合、同年３月31日まで
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〔添付書類〕
手術後の猫の写真(耳先カット手術済み
であることが判別できる写真)

〔添付書類〕

振込先を確認できる書類（通帳のコピー）

【郵送提出の場合】
必ず事前に保健衛生課までご連絡ください。

電話 072-829-7721 9：00～17：30

住所 寝屋川市八坂町２８番３号

（R8.6.1以降 寝屋川市池田西町28番22号）

寝屋川市保健所 保健衛生課

※郵送可


